
事業主及び募集･採用担当の皆様へ 

公正な採用選考をめざして 

採用選考時に配慮すべき事項  

次の事項について質問や作文を課すこと等は、就職差別につながるおそれがあります。 

  応募者の適性・能力を基準とした公正な採用選考を行ってください。 

 

 

 本人に責任のない事項 

  ① 本籍・出生地に関すること 

   ② 家族に関すること（職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など） 

   ③ 住宅状況に関すること（間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など） 

   ④ 生活環境・家庭環境等に関すること 

 

 本来自由であるべき事項 

   ⑤ 宗教に関すること 

   ⑥ 支持政党に関すること 

   ⑦ 人生観・生活信条などに関すること 

   ⑧ 尊敬する人物に関すること 

   ⑨ 思想に関すること  

   ⑩ 労働組合・学生運動など社会運動に関すること 

   ⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること 

 

 その他の事項 

⑫ 身元調査などの実施 

   ⑬  全国高等学校統一応募用紙・ＪＩＳ規格履歴書にない事項を含んだ              

応募社用紙の使用 

    ⑭ 特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断の実施 

 

 

お問い合わせ先  

 

 

 

●高知労働局  

職業対策課 TEL088-885-6052 

●ハローワーク高知 

雇用サービス部門 TEL088-878-5329 

香美出張所    TEL0887-53-4171 

●ハローワーク須崎  TEL0889-42-2566 

●ハローワーク四万十 TEL0880-34-1155 

●ハローワーク安芸  TEL0887-34-2111 

●ハローワークいの  TEL088-893-1225 



 

◆応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考を 

お願いします。            

 

本人の適性・能力や本人に責任のない、本籍・家族（職業、続柄、学歴、収入、資産等）・宗

教・思想等について、面接時に質問していませんか。また、人事管理のためとして社用紙※へ

の記入・提出を求めたりしていませんか。これらのことは、応募者の基本的人権を侵害するも

のであり、企業の責任が厳しく問われます。 

事業主の皆様におかれては、改めて採用選考のあり方や人事管理に使用する社用紙の点

検をお願いします。 

※最近では、インターネットを活用して応募者の登録を行うケースが増えており、「エントリ

ーシート」の提出を求める事業所も見受けられますが、これらについても、上記と同様に応

募者の基本的人権に配慮されているか点検をお願いします。 

 

 

 

 

 

□ 募集にあたって 

 １ 採用しようとする仕事に合う人なら、だれでも応募できる条件になっていますか。 

   （応募・採用の対象を男性のみ・女性のみとしたり、合理的な理由がなく年齢制限を設け

ていませんか。） 

 ２ 仕事をする上で関係のない事項－本人の適性・能力以外の事項（家族の職業・家庭状況な

ど）－を採用の条件にしてはいませんか。 

 ３ 応募書類として定められたもの（統一応募書類・JIS 規格履歴書）以外に戸籍謄(抄)本・住

民票の提出を求めていませんか。 

□ 面接にあたって 

 ４ 面接によって何を判断するのか、その基準や方法があらかじめ定められていますか。 

 ５ 面接にあたって、応募者の基本的人権を尊重するように十分配慮していますか。 

□ 選考にあたって 

６ 選考は、応募者の仕事をするための適性・能力の見きわめを基礎に、テストや資料・面接

での判断など、総合的に決めていますか。 

７ 家庭状況などの身元（家庭）調査を行っていませんか。 

８ 合理的・客観的に必要が認められない採用選考時の健康診断を実施していませんか。 

□ 採否の決定にあたって 

９ 応募者の適性・能力を総合的に評価した公正な選考結果であったか再点検していますか。 

１０ 不採用とする場合、その理由を明確にしていますか。 

□ 採用後について 

１１ 採用後は、書面により労働条件を明示していますか。 

１２ 入社の際や入社後に、戸籍謄(抄)本・住民票などの提出を画一的に義務づけていませんか。 

 

 

 

－ 求人から採用までの１２のチェック － 



公正な採用選考のために  

 

募集・採用選考に当たっては、次の点を基本的な考え方として実施することが大切です。 

 

「人を人として見る」 

人権尊重の精神すなわち応募者 

の基本的人権を尊重する 

        募集に当たり                                     応募者の 

   広く応募者に門戸を開く                           適性・能力のみを基準として 

                                                     採用選考を行う 

 

★ 公正な採用選考を行うためには、応募者本人が職務遂行上必要な適性や能力をもってい

るかどうかを採用基準とし、適性・能力に関係ない事由(裏面の①～⑪の事項など)を応

募条件や採用基準としないようにする必要があります。 

★ 事業主は、雇用対策法及びこれに基づく指針により、青少年の雇用機会の確保が図られ

るよう、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善等に努めな

ければなりません。 

 

本籍・家族・思想信条などの適性・能力に関係ない事項は、把握すること自体が、就職差

別につながるおそれがあります。 
 
 

★ 適性・能力に関係のない事項(裏面の①～⑪の事項など)は、それを採用基準としないつ

もりでも、応募用紙に記載させたり面接時において尋ねたりすれば、その内容は結果と

して採否決定に影響を与えることとなり、就職差別につながるおそれがあります。  

★ また、それらの事項を尋ねられたくない応募者に対して精神的な圧迫や苦痛を与え

たり、そのために本人が面接で実力を発揮できなかったりする場合があり、結果とし

てその人を排除することにもなります。  

★ 労働者の募集を行う者等は、職業安定法及びこれに基づく指針により定められた範

囲内で、求職者等の個人情報の収集・保管・使用をしなければなりません。  

 

      特に、応募用紙(エントリーシートを含む)と面接場面に注意しましょう。       
 

★ 応募用紙・エントリーシート(インターネット等による応募入力画面・用紙)や、面接場

面では、応募者からさまざまなことがらを把握することになりますが、適性・能力に関

係のない事項を記入・入力させたり、尋ねたりすることのないよう注意しましょう。  

★ このため、応募用紙については、新規高卒予定者の場合は「全国高等学校統一応募用紙」

を用います。その他の場合は、適性・能力に関係のない事項を含まない応募用紙やエン

トリーシートを用います。 

★ また、応募者等から、戸籍謄(抄)本、住民票の写し、現住所の略図等、合理的・客観的

に必要性が認められない健康診断書などの提出を求めないようにしましょう。  

 

   身元調査は、意図しなくても、差別の原因となるおそれのある事項が把握されることとなり、

就職差別につながるおそれがあります。 

 

 

 



採用選考時に配慮すべき事項  

～就職差別につながるおそれがある 14 事項～ 

   

                                                 

次の①～⑪の事項について、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる

・面接時において尋ねる・作文を課すなどによって把握することや、⑫～⑭を実

施することは、就職差別につながるおそれがあります。  

 

本人に責任のない事項の把握 

  

     ① 本籍・出生地に関すること 

    ② 家族に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など) 

    ③ 住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など) 

    ④ 生活環境・家庭環境などに関すること 

 

本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握 

 

   ⑤ 宗教に関すること 

    ⑥ 支持政党に関すること 

    ⑦ 人生観・生活信条などに関すること 

    ⑧ 尊敬する人物に関すること 

    ⑨ 思想に関すること 

    ⑩ 労働組合・学生運動など社会運動に関すること 

    ⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること 

 

採用選考の方法 

  

     ⑫ 身元調査などの実施 

    ⑬ 全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書(様式例)に基づかない 

     事項を含んだ応募書類 (社用紙)の使用 

    ⑭ 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施  

   

(注 1) 戸籍謄(抄)本や本籍が記載された住民票(写し)を提出させることは、①の事項の把握に

該当することになります。 

(注 2) 現住所の略図等を提出させることは、③④などの事項を把握したり、⑫の身元調査に 

つながる可能性があります。 

(注 3) ⑭は、通常、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない健康診断書

を提出させることを意味します。 

 

 

 

厚生労働省・高知労働局・ハローワーク（公共職業安定所）  
 



 

 

指針(平成１９年厚生労働省告示第２７５号)(抄) 

 

第２ 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置 

事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について

、過去の就業形態や離職状況、学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による

正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。 

１ ミスマッチ防止の観点から、募集及び採用の時点において、業務内容、勤務条件、職

場で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を明示すること。 

 

２ 意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者に

ついても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定するこ

と。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも三年間

は応募できるものとすること。 

また、学校等の新規卒業予定者等を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を

設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募することがで

きるよう検討すること。 

 

３ 学校等の新規卒業予定者等の採用時期については、春季の一括採用が雇用慣行として

定着しているところであるが、何らかの理由により当該時期を逸した青少年に対しても

応募の機会を提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入等を積極的に検討すること

。 

 

４ 職業経験が少ないこと等により、青少年を雇入れの当初から正社員として採用するこ

とが困難な場合には、若年者トライアル雇用等の積極的な活用により、当該青少年の適

性や能力等についての理解を深めることを通じて、青少年に安定した職業に就く機会を

提供すること。また、青少年がジョブ・カード制度を活用して職業能力の開発及び向上

を図る場合には、安定した職業に就く機会を提供すること。 

なお、青少年の募集に当たっては、企業の求める人材像や採用選考に当たって重視す

る点等を明示し、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に

評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等

を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい。 

  (以下略)      

 

  

雇用対策法（抄） 

（事業主の責務）  

 

第７条 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能

力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な

職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等

が図られるように努めなければならない。 

 



 

指針(平成１１年労働省告示第１４１号)(抄) 

第４ 法第５条の４に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い) 

 １ 個人情報の収集、保管及び使用 

 (１)  職業紹介事業者等(注)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（以下単に「個人情報」という

。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性

     が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する

場合 

     はこの限りでないこと。 

    イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項  

    ロ 思想及び信条 

    ハ 労働組合への加入状況 

       イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。  

       イ関係 

          ① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施 

            するために必要なものを除く。) 

          ② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報 

       ロ関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書 

       ハ関係 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報 

 

 (２)  職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人  

     以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。  

 (３)  職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出  

     を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一用紙又は職業相談票(乙))により提出を求 

     めること。 

 (４)  個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を 

     示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。  

 

 ２ 個人情報の適正な管理 

 (１)  職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ずるとともに

、 

     求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。  

    イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 

    ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 

    ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

    ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置  

 (２)  職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な  

     理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。なお、有料職業紹介  

     事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこと。 

  (以下略)       (注)「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者も含まれます。  

 

職業安定法(抄) 

(求職者等の個人情報の取扱い) 

第５条の４ 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、その募集に応じて労働者になろうと 

  する者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、 

   保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し

、 

  並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。  

    ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。  

   (以下略) 


